
調査計画

1 調査の名称

内航船舶輸送統計調査

2 調査の目的

本調査は、 内航船舶輸送統計（船舶による国内の貨物の輸送の実態

を明らかにすることを目的とする基幹統計）を作成し、 わが国の交通

政策 及び経済政策を策定するための基礎資料を得ることを目的とする。

3 調査対象の範囲

(1)地域的範囲

全国

(2)属性的範囲

【内航船舶輸送実績調査票】

内航海運業法（昭和27年法律第151号）に規定する内航運送をする

事業を営む者のうち、 総トン数20トン以上の船舶による輸送を行う

者。

【自家用船舶輸送実績調査票】

内航海運業法に規定する自家用船舶による内航運送を行う者のう

ち、 総トン数100トン以上の船舶による輸送を行う者。

ただし、 内航船舶輸送実績調査票については、 次に掲げる輸送のみを

行う者及び輸送を 除き、 自家用船舶輸送実績調査票については、 次に掲

げる輸送を除く。

ア 港湾内における貨物の輸送（指定港間（※）の輸送は除く。）

イ 輸送区間の両端又はいずれか一 方が港湾でない貨物の輸送

※ 指定港間とは、 京浜港については、 横浜港、 川崎港及び東

京港、 大阪港については、 大阪港及び堺港、 関門港について

は、 下関港、 門司港、 小倉港及び洞海港に区分した港相互間

を い い、 門司港、 小倉港及び洞海港については、 従前の港湾

区域とする。

4 報告を求める者

(1)数

【内航船舶輸送実績調査票】 約180者（母集団数：約530者）

【自家用船舶輸送実績調査票】 約150者

ー





3

査票を配布し、FAXにより調査票を回収（報告者が送信）する方法に

より行う。なお、電子メール及びFAXによる調査票の送信に当たって

は、セキュリティ対策を講ずることとする。

イ 調査票の配布等の業務を民間事業者に委託する。

７ 報告を求める期間

（１）調査の周期

【内航船舶輸送実績調査票】 毎月

【自家用船舶輸送実績調査票】 １年

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

【内航船舶輸送実績調査票】

提出期限は、調査月翌月の７日

【自家用船舶輸送実績調査票】

提出期限は、毎年４月末日

８ 集計事項

内航船舶輸送実績調査、自家用船舶輸送実績調査についての集計事

項は別添２のとおりとする。

９ 結果の公表の方法及び期日

（１）公表の方法

｢内航船舶輸送統計月報（速報、確報）｣及び「内航船舶輸送統計

年報」としてとりまとめ、インターネット（国土交通省ホームペー

ジ及びe-Stat）及び印刷物（「内航船舶輸送統計年報」のみ）によ

り公表する。

（２）公表の期日

① 内航船舶輸送統計月報

ａ．速報：調査月終了後２か月以内に公表

ｂ．確報：速報公表後速やかに公表

② 内航船舶輸送統計年報

調査年度終了後３か月以内に公表

10 使用する統計基準

本調査の結果は、内航船舶による貨物輸送の実態を明らかにするた

め、船舶用途別、品目別等輸送量並びに燃料消費量の表章を行うこと

から、統計基準を使用しない。

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者

（１）調査票の保存期間









内航船舶輸送統計調査（内航船舶輸送実績調査） 

○目標精度

月間輸送トン数及び月間燃料消費量について目標精度５％以内（信頼

度 95％）に設定し、月間輸送量４万トン以上の事業者については悉皆調

査、月間輸送量４万トン未満の事業者については標本調査としている（詳

細は別添１を参照）。なお、配布数にあたっては、想定回収率は乗じてい

ない。 

○復元推計の方法

推計方法は単純推定であり、輸送量や燃料消費量は、調査した標本の調

査数値の総和に当該層の標本の事業者数と母集団の大きさとの比率を乗

じて算出する。 




